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問
合
せ
　
ふ
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あ
い
福
祉
係
　
☎
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ー
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３

4

受
給
で
き
る
人
⋯

・
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
と
生
計
を
別
に
し

て
い
る
児
童
を
育
て
て
い
る
人

・
父
に
重
度
の
障
害
が
あ
り
児
童
を
育
て
て

い
る
人

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
受
給
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

・
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

・
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
場
合

受
給
で
き
る
期
間
⋯

児
童
の
年
齢
が
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
受
給
で
き
ま
す
。

※
児
童
に
特
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
、

20
歳
に
な
る
ま
で
受
給
で
き
ま
す
。

所
得
制
限
⋯

受
給
世
帯
の
前
年
分
の
所
得
金
額
が
所
得

制
限
額
以
上
の
場
合
は
、
そ
の
年
の
８
月
か

ら
翌
年
の
７
月
ま
で
手
当
の
一
部
ま
た
は
全

部
が
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

※
母
ま
た
は
児
童
が
、
児
童
の
父
か
ら
養
育

費
を
受
け
取
っ
て
い
る
場
合
、
養
育
費
の

８
割
額
が
所
得
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

手
当
月
額
⋯

・
児
童
１
人
の
場
合
　

４
１
８
８
０
円

・
児
童
２
人
の
場
合

４
６
８
８
０
円

・
３
人
目
以
降
は
１
人
に
つ
き
　

３
０
０
０
円
加
算

※
一
部
支
給
停
止
の
場
合
は
、
こ
の
額
か
ら

所
得
に
応
じ
た
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

請
求
手
続
き
⋯

福
祉
課
⑬
番
窓
口
へ
認
定
請
求
書
、
戸
籍

謄
本
、
預
金
通
帳
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

認
定
後
、
請
求
書
を
提
出
し
た
月
の
翌
月

分
か
ら
受
給
資
格
が
生
じ
ま
す
。

異
動
の
届
け
出
は
速
や
か
に

再
婚
、
児
童
の
施
設
入
所
、
年
金
受
給
な

ど
に
よ
り
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た

場
合
は
、
速
や
か
に
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
支
給
さ
れ
た
手

当
を
返
還
し
て
も
ら
う
場
合
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
住
所
、
口
座
番
号
な
ど
の
変

更
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

受
給
で
き
る
人
⋯

・
身
体
ま
た
は
精
神
に
特
定
の
障
害
を
も
つ

児
童
を
育
て
て
い
る
人

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
受
給
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

・
児
童
が
、
障
害
を
理
由
と
す
る
公
的
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

・
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
場
合

受
給
で
き
る
期
間
⋯

児
童
の
年
齢
が
20
歳
に
達
す
る
日
ま
で
受

給
で
き
ま
す
。

所
得
制
限
⋯

受
給
世
帯
の
前
年
分
の
所
得
金
額
が
所
得

制
限
額
以
上
の
場
合
は
、
そ
の
年
の
８
月
か

ら
翌
年
の
７
月
ま
で
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
当
月
額
⋯

・
重
度
障
害
児
１
人
に
つ
き

５
０
９
０
０
円

・
中
度
障
害
児
１
人
に
つ
き

３
３
９
０
０
円

請
求
手
続
き
⋯

福
祉
課
⑬
番
窓
口
へ
認
定
請
求
書
、
診
断

書
、
戸
籍
謄
本
、
住
民
票
、
預
金
通
帳
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
認
定
後
、
請
求
書
を
提

出
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
受
給
資
格
が
生
じ

ま
す
。

※
診
断
書
の
有
効
期
限
が
切
れ
た
場
合
は
、

継
続
認
定
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

異
動
の
届
け
出
は
速
や
か
に

児
童
の
施
設
入
所
な
ど
に
よ
り
手
当
が
受

け
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
が
遅
れ
る

と
支
給
さ
れ
た
手
当
を
返
還
し
て
も
ら
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
住
所
、
口
座
番
号

な
ど
の
変
更
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

手
当
の
受
給
資
格
が
あ
る
人
︵
支
給

停
止
に
な
っ
て
い
る
人
を
含
む
︶
は
、

毎
年
１
回
８
月
に
現
況
届
・
所
得
状
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
こ
の
届
け
出

を
し
な
い
と
手
当
の
支
給
が
差
し
止
め

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

期
間
⋯
８
月
15
日
㈪
〜
17
日
㈬

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状
況
届

期
間
⋯
８
月
17
日
㈬

☆
い
ず
れ
も
場
所
⋯

第
１
庁
舎
　
第
１
議
員
控
室

※
な
お
、
手
続
き
が
必
要
な
人
に
は
、

郵
便
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

手
続
き
を
忘
れ
ず
に
！

手
続
き
を
忘
れ
ず
に
！


